米国の無法な戦争に国民を動員する有事法案の徹底審議・廃案を求める決議

政府・与党と民主党は、5月14日に有事3法案（武力攻撃事態対処法案・自衛隊法改正案・安全保障会議設置法改正案）の「修正」で合意をし、翌5月15日に法案は衆議院を通過した。この「修正」についての合意について、小泉首相も民主党の菅代表も「画期的」と自画自賛したが、それは、看過できない重大な内容を含んでいる。

「修正」の成果の一つとして、「基本的人権に関する規定は、最大限尊重」と明記されたことが挙げられている。しかし、「人権尊重」の規定はもともとの政府案に既に基本理念として入っている（第3条4項）ものであり、「修正」に伴う法的効果はない。逆に、基本的人権に「制限が加えられる」ことは変更されなかった。有事法案が、日本国憲法が保障する基本的人権を包括的に制限し、日本の戦時動員体制を発動しようとする本質は何も変わっていない。

「修正」によって、法案の核心とも言うべき発動要件について、政府案で定義されていた「武力攻撃事態」と「武力攻撃予測事態」にも何ら変更は加えられなかった。このことは、法案が、「予測」事態から発動されうる危険性は依然として残されていることを示している。すなわち、海外で米軍を支援中の自衛隊艦船も「わが国」であって、まだ攻撃を受けていなくとも、政府が「予測」事態と認定すれば法律が発動され、自衛隊が地理的限定なしに海外で武力行使する道が開かれるのである。

日本が米軍とともに行う戦争とはどのようなものだろうか。先のイラク戦争は、米国の無法ぶりをはっきりと示した。米英両国は、国連憲章・国際法と世界の人々の世論を無視してイラクに対して先制攻撃を行い、残虐兵器により多くの罪なき人々を無差別に殺傷し、国土の環境・インフラ・文化遺産を破壊した。本来の目的であった「大量破壊兵器探索」は棚に上げ、フセイン政権転覆という民族自決権侵害に奔走した。そして、米国は今、イラクに対して国防総省直轄の占領統治を始めようとしている。これは、新しい侵略戦争、植民地主義そのものである。日本政府はこの戦争を終始一貫して支持し、「復興」にあたっても、政府要員の派遣により米軍主導の占領統治に積極的に加担しようとしている。

有事法制は、まさしくイラク戦争型の、米軍の先制的な軍事行動によって引き起こされる戦争をそのまま「日本有事」に連動させて、日本の戦時動員体制を発動しようとするものである。それは、集団的自衛権の行使を禁止する日本国憲法にも反する危険な性格を持っている。米国同時多発テロや武装不審船事件を利用して、「攻められたときに備える」「国民を守る」と言いながら、実際には、海外での無法な米軍の戦争に一体となって参戦するための法的仕組みを作り、国民の基本的人権を制限するという、矛盾した法案であることが、衆議院での審議を通じて明らかになっている。私たちは、日本政府に対して、戦争協力体制を整備するための有事法制の導入に断固反対を表明するとともに、参議院での審議にあたっては日本国憲法の平和原則に立ち返り、法案の矛盾点を徹底的に審議し、廃案とすることを強く求める。
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